
令和８年４月作成

教育標準時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

0 0

ひとり親・在障（注１） 0 0

0 0

0 0

5,500 5,450

0 0

12,000 11,800

0 0

6,500 6,400

0 0

14,000 13,800

0 0

8,000 7,900

0 0

22,000 21,700

0 0

8,000 7,900

　　　　〃 0 0

57,700円～60,999円 22,000 21,700

0 0

9,000 8,900

0 0

30,000 29,500

0 0

30,000 29,500

0 0

38,000 37,400

0 0

44,000 43,300

0 0

52,000 51,200

0 0

61,000 60,000

0 0

70,000 68,900

0 0

70,000 68,900

0 0

※1　第3子以降は徴収免除

　　　

　 （裏につづく）

令和８年度　宇部市教育・保育利用者負担額（保育料）表

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層

区分 定　　　　　義
副食費

ひとり親・在障

３歳未満児

※1

免
除

※1

〃　　   　　 77,101円～96,999円

〃　　   　　 97,000円～126,999円

〃　　　　　127,000円～168,999円

ひとり親・在障

上記以外

Ｄ21

Ｄ５

Ｄ６

　　    〃　    　   301,000円～396,999円

D12

　　　　〃
48,600円～57,699円

　　　　〃
61,000円～77,100円

上記以外

Ｄ11

D12

D11

Ｄ４

ひとり親・在障

上記以外

　　    　 〃　    　    397,000円～Ｄ８

D22

D23

　　

　　　

副食費徴収免除対象・利用者負担額（月額、単位:円）
１号認定

３歳以上児

き
ょ
う
だ
い
順
に
関
わ
ら
ず
徴
収
免
除

同
時
入
所
の
３
人
目
以
降
は
徴
収
免
除

副食費
３歳以上児

き
ょ
う
だ
い
順
に
関
わ
ら
ず
徴
収
免
除

２号認定・３号認定

小
学
３
年
生
ま
で
の
兄
姉
を
含
め
て
３
人
目
以
降
は
徴
収
免
除

Ａ 生活保護法による被保護世帯

Ａ及びＤ階層を除き、
市民税非課税世帯

Ａ及びＤ階層を除き、
市民税が均等割のみの世帯

ひとり親・在障

上記以外

Ｄ７

Ｄ３

〃　　　　   169,000円～197,999円

〃　　　　　198,000円～300,999円

Ｂ１

B２

Ｃ11

C12

ひとり親・在障

上記以外

上記以外

市民税所得割額が
48,600円未満の世帯

Ｃ21

C22

幼稚園・認定こども園など 保育所・認定こども園・小規模保育施設

同一生計内で生活をしている子
どもの順位。

上段 1人目

下段 2人目以降

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
対
象

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
対
象

月額表の見方

※保育所や認定こども園等に同一生計内第２子以降の子どもが入所する場合、利用者負担額（保育料）は無料となります。

※３号認定の利用者負担額（保育料）には給食費を含みます。

※２号・３号認定区分による年齢は４月初日時点の年齢です。入所時点での年齢ではありません。

また、年度の途中で誕生日を迎えられても年度中は、区分は変わりません。

※利用者負担額は、４月～８月までは前年度市民税額、９月～３月までは当年度市民税額により決定されます。

（住宅取得特別控除、配当控除、電子申告控除などの税額控除がある場合、税額控除前の税額が基準となります。）

（注１）在障

「在宅障害児（者）のいる世帯」をいう。「在宅障害児（者）のいる世帯」とは次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。

１．身体障害児福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

２．精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

３．療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定める療育手帳の交付を受けた者。

４．特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児、

国民年金法（昭和34年法律第141号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

該当される場合は、状況を確認できる書類（手帳の写し等）を提出してください。
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